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   登録方法 
・平日の９：００～１７:００に登録の受付をします。 
・申込用紙は役場町民税務課や診療所の窓口にあります。 
 また、電話での登録も可能です。 
 

 

 

  予約方法 
・運行前日までの９：００～１５:００に予約受付します。 
 （前日が運休日の場合は直近の運行日まで） 

・行きと、帰りの時間・場所を予約       29-5609 
※体調不良などにより、医療機関を受診する場合は 
当日予約・利用が可能です。 

 

 

  予約時間まで自宅で待ち、乗車し目的地へ。 

  帰りは、予約した時間・場所から帰宅。 

  ※予約の状況で相乗りをお願いする場合がございます。 

  ※時間は前後する場合があるため、余裕をもって予約を。 

 

運行時刻 

 平日の ９時台、１０時台、１１時台、１２時台、１３時台 

料金 

 片道３００円（７５歳以上の方、または障がいのある方は２００円） 

 ・回数券（1,000円で 100円×11枚綴り、 

       2,000円で 200円×11枚綴り）も使用可 

※役場町民税務課またはデマンド車内で販売しています。 

 お問い合わせ先 役場町民税務課 くらし安全係 29-5609（担当）     

問 家の近くをバスが通っていますが、デマンド交通を利用できますか。 

答 山交バスや金山町路線バスが通っている時間は、時間を合わせて

バスを使ってください。  ※次の便まで３０分以上待たなければいけ

ない場合などは、デマンドハイヤーの利用が可能です。 

 

問 デマンドの帰りの便などでちょっとした用事を足すため、寄り道はでき

ますか？ 

答 銀行でお金を下ろすなどのごく短時間の用事は寄り道可能です。

（すぐに終わらない用事で待っていて欲しい場合などは民間タクシー

をお使いください） 

 

問 乗り降りの介助が必要です。介助者も同乗できますか？ 

答 障がい者手帳を持っている方やヘルパーさんが付き添う必要がある

方につき 1人が同乗することができます。この場合、介助する方の料

金は無料です。 

 

問 発熱や身体の不調がある場合は利用できますか。 

答 症状や程度によりご利用をお断りさせていただく場合があります。ま

ずは最寄りの医療機関にお問い合わせください。 

 

問 当日、予約をキャンセルしたい場合はどうすればいいですか。 

答 ご利用の 30分前まで連絡をお願いします。 

   （キャンセル料はかかりません）。 

 

 

 


